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１ 計画策定の趣旨 

新しい時代を切り拓いていくのは教育の力です。本市は、中・長期の視点に立ったこれからの佐倉の教育の指針となる教

育目標や目指すべき施策の方向性を明確に打ち出した『佐倉教育ビジョン』（以下、「教育ビジョン」という。）を策定し、

平成１５年度から「佐倉教育ビジョン推進計画」（以下、「推進計画」という。）に基づき教育施策を展開してきました。 

今後も各教育施策がより総合的、効果的に推進できるよう、平成１９年度を初年度とする後期の推進計画を策定し、市民

の皆さんとともに佐倉の教育を進めていこうとするものです。 

 

２ 計画の期間 

教育ビジョンの目標年度である平成２２年度を最終年度とした、平成１９年度から平成２２年度までの後期４年間の計画

です。 

 

３ 策定にあたっての基本的な考え方 

本計画の策定にあたっては、次の点に留意しました。 

○ 前期の推進計画に位置づけた各事業の進捗と評価をふまえ、各事業の見直しを行い、効果的な事業選択に努めました。 

○ 事業計画の立案にあたっては、実施スケジュールを明確にするとともに、施策ごとに目標とする指標を設定しました。

これらの指標を前期よりも高めることで、目標年度における施策の評価がわかりやすくなるよう努めました。 

なお、この計画期間中に新たな事業を位置づける必要が生じた場合には、その時点で新規事業として追加することができ

るものとし、推進計画についても必要に応じて見直しを行っていきます。 
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４ 前期「佐倉教育ビジョン推進計画」の成果と今後の展開 

平成１５年度から平成１８年度までの前期４年間で「推進計画」に位置づけた各事業を実施し、教育施策を展開してきま

した。前期の主な成果は次のとおりです。 

・１１月１６日の「佐倉市教育の日」を中心に市民学習発表会や各種教育講演会などの行事を開催し、市民の方々が教育

について、関心を持って考える機会を提供することができました。 

・公民館の施設予約システムと図書館の図書検索・貸し出し等のシステムが導入され、利用者の利便性が向上しました。 

・全小学校において「アイアイプロジェクト」活動が実施され、地域による児童生徒の安全確保を図る取り組みが充実、

向上しました。 

・教育センターで学習状況調査をはじめとする各種調査を実施し、その結果を各種事業の展開に活かすことができました。 

・教職員研修の体系化と研修内容を見直すことで、教職員の指導力の向上を図り、児童生徒の学力向上に資するよう努め

ました。 

・学校教育においては、市内全小中学校で「佐倉学」の取り組みが始まりました。その中で佐倉の先人や佐倉ならではの

自然環境についての学習を取り入れ、全児童生徒が郷土佐倉を学ぶことができました。また、社会教育では、「佐倉学

総合講座」などを開催し、市民の方々に郷土佐倉を学ぶ機会の提供を図り、「佐倉学」の普及を促進することができま

した。 

・本市において、「全国高等学校総合体育大会」レスリング競技が開催され、多くの高校生ボランティアの参加、協力の

もと、市民のスポーツに関する意識と競技スポーツ振興への関心を高めることができました。 
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以上の成果を踏まえ、この前期４年間で「教育ビジョン」に掲げられた各教育施策は、おおむね順調に進捗しているもの

と判断しています。 

 

後期の「推進計画」では、子どもたちが学校・地域・家庭の中で、いつも明るく、たくましく学習や行動ができるよう、

学校教育においては、特に国語力の向上、理科教育の充実、道徳教育の充実、体力の向上を重点に取り組みます。また、学

校教育とも連携しながら地域の教育力と家庭の教育力をさらに高めることで、学校・地域・家庭でともに子どもたちが安全・

安心に成長できる環境づくりに取り組んでいきます。 

社会教育においては、市民の皆さんが佐倉の教育に参加をしていただけるよう各分野で推進していきます。特に「佐倉学」

に関しては「入門講座」・「専門講座」と内容を一層充実し、参加された皆さんが郷土佐倉への誇りと愛着を育み、学習意識

や地域活動などへの参加意識が高まり、今後の佐倉の教育に積極的に参加・参画いただけるよう取り組んでいきます。 

 

後期の「推進計画」に位置づけた各事業を着実に実施することで、「教育ビジョン」に定めた基本理念の実現に努めてま

いります。 
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５ 教育ビジョンに基づく施策の体系              
 
 
基  本  理  念       
 
  ↓  豊かな心と創造力を培い、自ら行動し、喜びと希望を分かち合う“佐倉の教育”の実現 
  ↓ 
  ↓                                                          めざすべき佐倉市民像 
  ↓                                                            （１）佐倉に誇りと愛着を持つ人 
  ↓                                                            （２）自ら考え、進んで行動する人 
  ↓                                                            （３）豊かな心と創造力に富む人 
  ↓ 
  ↓ 
基  本  方  針   
    （１）市民参加の体制整備を進め、地域の教育力の向上をめざす 
 
    （２）豊かな心と学ぶ喜びに満ちた学校教育をめざす 
 
    （３）郷土に愛着を持ち、進取の精神による新たな創造をめざす 
 
    （４）コミュニティの育成と健康づくりを進め、心と体の健康をめざす 
 
 
  ↓                                                          基本方針推進の視点 
  ↓                                                              （１）市民参加の体制整備 
  ↓                                                              （２）地域の教育力の向上 
  ↓                                                              （３）明日を担う子どもたちの育成 
  ↓                                                              （４）明るく健康的な毎日 
  ↓                                                              （５）郷土愛の醸成 
  ↓                                                              （６）自らの資質の向上 
  ↓                                                              （７）チャレンジャー精神 
  ↓                                                              （８）地域社会への貢献 
  ↓                                                              （９）ふれあいによる“ひとの輪”の形成 
  ↓                      ↓                    ↓                      ↓                       ↓      
  ↓                      ↓                    ↓                      ↓                       ↓      
  ↓                      ↓                    ↓                      ↓                       ↓      
  ↓                      ↓                    ↓                      ↓                       ↓      
  ↓                      ↓                    ↓                      ↓                       ↓ 
  ↓                      ↓                     ↓                      ↓                       ↓ 
施  策                   施  策                 施  策                   施  策                     施  策         
① 
あなたが主役 、 
魅力ある佐倉づくり 

 ② 
みんなの力を、
地域の教育力へ

③
子どもたちが生き 
生き育つ学校教育 

④
佐倉の恵み再発見、 
学び舎佐倉 

⑤
ともにひろげよう、 
ふれあい・健康づく 
りの輪

  ↓                       ↓                    ↓                      ↓                       ↓ 
【目指すべき施策】       【目指すべき施策】      【目指すべき施策】      【目指すべき施策】        【目指すべき施策】 
  ↓                       ↓                    ↓                      ↓                       ↓ 
  ↓                       ↓                     ↓                      ↓                       ↓ 
●教育に関する            ●教育に関する        ●確かな学力の          ●“佐倉ならでは”      ●スポーツの日常 
  市民参加の促進        市民参加の促進        向上                    の情報発進の強化       化の推進 
●指導者や各種            ●地域に開かれた       ●心の教育の充実          ●新しい“佐倉なら         ●多様化・高度化 
  教育活動団体                 学校づくり             ●学習意欲の向上            では”の創出と活用         するスポーツ 
  の育成、支援               ●公民館等の社会教育     ●地域に開かれた          ●新たな学ぶ意欲             ニーズへの対応 
●教育における                 機能の拡充               学校づくり                の喚起                   ●食育を中心とした 
  情報ネットワーク           ●指導者や各種           ●教職員の資質・          ●多才な人材の               健康教育の推進 
  の高度化                     教育活動団体             力量の向上                育成                     ●地域との連携に 
●市民との協働                 の育成、支援                                                                  よるふれあい ・ 
  事業の推進                 ●地域との連携によ                                                              健康づくり 
                               るふれあい・健康                                                            ●人権教育、平和 
                               づくり                                                                        教育の推進と 
                             ●家庭教育の充実                                                                男女平等参画 
                             ●関係機関、関係                                                                社会への対応 
                               部局との連携強化 
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６ 事業実施のスケジュール 

第１章 あなたが主役、魅力ある佐倉づくり 

 

【施策の実現に向けて】 

これからの佐倉の教育に市民の皆さんの参加・参画は欠かすことができません。平成１７年には「佐倉市教育の日」を制

定し、各種教育行事を開催することで、皆さんが教育について関心を持って考える機会を提供してきました。また、市民の

方に各種委員などに参画をいただき、ともに事業展開を図ってきました。 

今後とも皆さんが明日の佐倉の教育についてともに考え、ともに行動できる場や機会、情報の提供を一層進め、市民の皆

さんが主体的に佐倉の教育に参加・参画できる環境づくりに取り組んでいきます。 

【目指すべき施策】                    ＊ 次ページ以降の実施スケジュールの表記について 

● 教育に関する市民参加の促進       

● 指導者や各種教育活動団体の育成、支援  

● 教育における情報ネットワークの高度化  

● 市民との協働事業の推進         

【目標とする指標】 

・「佐倉市教育の日」関連行事への参加者数 

・子どもたちに係わる活動に参加したことが 

 ある市民の割合 

 

 

凡       例 

 今回の計画期間（平成１９～２２年度）に着手し実施 

するもの：新規事業 

 前期の計画期間（平成１５～１８年度）から継続して 

実施するもの：継続事業 

 前期の計画期間（平成１５～１８年度）以前から実施 

するもの：既存事業 
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第２章 みんなの力を、地域の教育力へ 

 

【施策の実現に向けて】 

皆さんがこれまでに培ってきた様々な経験や体験を活かし、それぞれの地域に還元することで、地域の教育力が高まりま

す。平成１７年度には地域の皆さんの協力により、全小学校で学校ガードボランティアが組織され、「アイアイプロジェク

ト」活動が展開できました。今後も地域の子どもたちの成長支援や安全な地域づくりが進展するよう、さらに地域の皆さん

と力を合わせて取り組んでいきます。特に、地域のコミュニティ活動の拠点となる学校の有効活用や公民館などでの子ども

たちへの事業などにより、学校・家庭・地域社会とのより一層の連携のもと地域の教育活動を推進していきます。 

 

【目指すべき施策】                    【目標とする指標】 

● 教育に関する市民参加の促進               ・「アイアイプロジェクト」活動を展開する学校数 

● 地域に開かれた学校づくり                ・公民館などで実施する子ども向け事業の実施回数 

● 公民館等の社会教育機能の拡充               および参加者数 

● 指導者や各種教育活動団体の育成、支援 

● 地域との連携によるふれあい・健康づくり 

● 家庭教育の充実 

● 関係機関、関係部局との連携強化 
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第３章 子どもたちが生き生き育つ学校教育 

【施策の実現に向けて】 

児童生徒が健康で知性と徳性を備えた心豊かな人間性を育むことができるよう、基礎・基本の定着など確かな学力の向上

に努め、合わせて学習意欲の向上を図ります。そのため、朝の読書活動の充実を図るとともに、読む・聞く・書くなどの国

語力の向上、自然科学に関する興味や関心を高める理科教育の充実、道徳教育の充実、体力の向上を重点に取り組んでいき

ます。また、「佐倉学」の取り組みを推進することで、佐倉の歴史・文化・自然、ゆかりの人物などについて学び、郷土佐

倉への愛着を育み、生涯にわたって学び続けることのできる基礎を培っていきます。 

さらに、保護者をはじめ地域の方々に学校の教育目標や教育活動を十分理解していただけるよう、学校からの情報発信や

地域との交流事業などを推進し、学校・家庭・地域との一層の連携強化を図り、引き続き学校運営に参加できる体制づくり

に取り組んでいきます。 

 

【目指すべき施策】                    【目標とする指標】 

● 確かな学力の向上                    ・学校が好きな児童生徒の割合 

● 心の教育の充実                     ・学習状況調査の正答率（算数、数学） 

● 学習意欲の向上                      

● 地域に開かれた学校づくり 

● 教職員の資質・力量の向上 
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第４章 佐倉の恵み再発見、学び舎佐倉 

 

【施策の実現に向けて】 

佐倉の恵まれた歴史・自然・文化などの教育資源を市民の皆さんとともに共有化し、郷土佐倉に対する誇りや愛着を育む

ことを目的とする「佐倉学」が普及、定着してきました。今後、この「佐倉学」を一層推進するため、体系的に各事業との

連携を図りながら講座内容をさらに充実していきます。 

市民の方々が佐倉の持つ魅力や素晴らしさを見つけ出すことにより、郷土愛や地域への貢献意識などが醸成され、新たな

活動意欲・学習意欲が高まり、地域社会から国際社会まで様々な分野で活躍できる人材の育成に取り組んでいきます。 

 

【目指すべき施策】                    【目標とする指標】 

● “佐倉ならでは”の情報発信の強化            ・地域や佐倉市に愛着や誇りを持っている市民の割合 

● 新しい“佐倉ならでは”の創出と活用           ・佐倉学講座に参加する市民の数 

● 新たな学ぶ意欲の喚起 

● 多才な人材の育成 
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第５章 ともにひろげよう、ふれあい・健康づくりの輪 

 

【施策の実現に向けて】 

心身の健康は、私たちの日常生活の基本であり、あらゆる行動の源です。「早寝、早起き、朝ごはん」に代表される健康

的な生活の実践と、日常的に地域の中でスポーツや身近に楽しめる運動などをとおして、心と体の健康づくりを一層進めて

いきます。今後、多様化する市民のスポーツニーズへの対応や食育の推進などを一層充実し、地域におけるふれあい・健康

づくりの活動を広げていきます。また、命の尊さ、大切さなどの人権尊重や平和意識、男女平等意識の醸成につながる学習

機会の提供などにも引き続き取り組んでいきます。 

 

【目指すべき施策】                    【目標とする指標】 

● スポーツの日常化の推進                 ・週１回以上スポーツをする市民の割合 

● 多様化・高度化するスポーツニーズへの対応        ・体を動かして遊んだり、運動したりすることが好きな 

● 食育を中心とした健康教育の推進               児童生徒の割合 

● 地域との連携によるふれあい・健康づくり          

● 人権教育、平和教育の推進と男女平等参画社会への対応 
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■　資料編

（平成19年4月1日現在）

スポーツ振興課 文    化    課 生 涯 学 習 課 指    導    課 学    務    課
　（振興班） （文化振興班） （企画調整班） （指導班） （学事班）　　　 （教育総務班）
　（施設管理班） （文化財調査班） （生涯学習推進班） （保健給食班） （学校管理班） （施設班）　　　

（文化財管理班） （青少年教育班） （企画財務班）
（文化財調整担当） （人権教育担当）
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 佐倉教育ビジョン推進計画策定経過 

 

平成１８年 

５ 月 ８ 日    第１回佐倉教育ビジョン推進調整会議 

                 ・推進計画の概要、スケジュール等 

６ 月２６日   第２回佐倉教育ビジョン推進調整会議 

                  ・前期推進計画の評価及び今後の展開 

                 ・今後の教育課題と市民ニーズについて 

７ 月２４日   第３回佐倉教育ビジョン推進調整会議 

                 ・教育ビジョンの見直しについて 他 

８ 月２１日    第４回佐倉教育ビジョン推進調整会議 

                 ・平成２２年度における教育施策の展望 

１０月 ２ 日    第５回佐倉教育ビジョン推進調整会議 

                 ・後期計画に位置づける事業について 

                 ・各施策の目標値（指標）について 

１０月２３日    第６回佐倉教育ビジョン推進調整会議 

                 ・後期推進計画案について 他 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２０日    第７回佐倉教育ビジョン推進調整会議 

                  ・後期推進計画案について 

                  ・後期における重点施策（事業）について 

平成１９年 

１ 月１７日    教育委員会議に協議 

２ 月２１日    教育委員会議に議案提出→可決 
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策定組織 
 

佐倉教育ビジョン推進調整会議 
 
（目的） 

『佐倉教育ビジョン』（以下「教育ビジョン」という。）
に位置づけられた施策を着実に推進するため、佐倉教育ビジ
ョン推進調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 

調整会議は、次に掲げる事務を行う。 
（１）『佐倉教育ビジョン推進計画』（以下「推進計画」と

いう。）に位置づけられた各事業の進捗管理、達成度
の評価等に関すること。 

（２）平成１９年度から平成２２年度までの推進計画（案）
の作成に関すること。 

（３）その他必要と認める事項。 
 
（調整会議） 

調整会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。ただし、
委員が出席できない場合には、代理者を出席させるものとす
る。 

調整会議に、委員長１名及び副委員長１名を置く。 
委員長には教育次長、副委員長には教育総務課長をもって

あてる。 
委員長は、調整会議の事務を総理し、会議の議長となる。 
調整会議は委員長が招集する。 
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時はそ 

の職務を代理する。 
 
（任期） 

委員の任期は、調整会議の設置された日から平成１９年３
月３１日までとする。 
 

 
 
 
 
 
（意見の聴取） 

調整会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求
め、説明または意見を聞くことができる。 
 
（事務局） 

調整会議の事務局を教育総務課企画財務班に置く。 
 
（設置） 

調整会議は、平成１８年４月２０日から設置する。 
 
（その他） 

ここに定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事
項は、別に定める。 
 
 

佐倉教育ビジョン推進調整会議 委員 

 

区 分 氏 名 所属・職名 

委 員 長 新谷 俊文 教育次長 

副委員長 平川 雄幸  教育総務課長 

委  員 木原 幸男  学務課長 

委  員 茅野 達也  指導課長 

委  員 大野 尊史 教育センター所長 

委  員 荒井 誠  生涯学習課長 

委  員 石井 肇  文化課長 

委  員 伊佐 章  スポーツ振興課長 
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